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○

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
八
十
二
条

（
略
）

第
八
十
二
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

受
給
資
格
に
係
る
離
職
に
つ
い
て
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

三

受
給
資
格
に
係
る
離
職
に
つ
い
て
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
満
了
後

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
満
了
後

一
箇
月
の
期
間
内
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者

一
箇
月
の
期
間
内
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者

等
（
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
七
項

（
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
七
項
に

に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
職
業
紹
介

規
定
す
る
職
業
紹
介
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
紹
介
に
よ
り
職
業

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
紹
介
に
よ
り
職
業
に
就
い
た
こ
と
。

に
就
い
た
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
の
紹
介
に
よ
り
職
業
に
就
い

一

公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
の
紹
介
に
よ
り
職
業
に
就
い
た

た
こ
と
。

こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
）

（
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
）

第
百
十
条

（
略
）

第
百
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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一

（
略
）

一

（
略
）

イ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
六
十
五
歳
未
満
（

か
ら

ま
で
に
該
当

イ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
六
十
五
歳
未
満
（

か
ら

ま
で
に
該
当

(９)

(１５)

(９)

(１５)

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
四
十
五
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
）
の
求
職
者
（
公

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
四
十
五
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
）
の
求
職
者
（
公

共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ
り
作
業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
訓
練

共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ
り
作
業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
訓
練

（
そ
の
期
間
が
二
週
間
（

又
は

に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
身
体

（
そ
の
期
間
が
二
週
間
（

又
は

に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
身
体

(２)

(３)

(２)

(３)

障
害
又
は
知
的
障
害
の
程
度
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

障
害
又
は
知
的
障
害
の
程
度
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

に
係
る
訓
練
に
あ
つ
て
は
、
四
週
間
）
以
内
の
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け

に
係
る
訓
練
に
あ
つ
て
は
、
四
週
間
）
以
内
の
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け

、
又
は
受
け
た
こ
と
が
あ
る
求
職
者
で
あ
つ
て
、
当
該
訓
練
を
行
い
、
又

、
又
は
受
け
た
こ
と
が
あ
る
求
職
者
で
あ
つ
て
、
当
該
訓
練
を
行
い
、
又

は
行
つ
た
事
業
主
に
雇
い
入
れ
ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
百
十
二

は
行
つ
た
事
業
主
に
雇
い
入
れ
ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
百
十
二

条
、
第
百
十
八
条
の
三
及
び
附
則
第
十
七
条
の
四
の
四
に
お
い
て
「
職
場

条
、
第
百
十
八
条
の
三
及
び
附
則
第
十
七
条
の
四
の
四
に
お
い
て
「
職
場

適
応
訓
練
受
講
求
職
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定

適
応
訓
練
受
講
求
職
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定

所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
特
定
就
職
困
難
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支

所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（
特
定
就
職
困
難
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給

給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が

に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定

定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。

め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）

）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
（

の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
（
(１５)

に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
雇
い
入

に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
雇
い
入
れ

(１５)れ
る
場
合
に
限
る
。
）
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

る
場
合
に
限
る
。
）
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(１)

(15)

(１)

(15)

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）
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イ

六
十
五
歳
以
上
の
被
保
険
者
（
日
雇
労
働
被
保
険
者
を
除
く
。
）
で
な

イ

六
十
五
歳
以
上
の
被
保
険
者
（
日
雇
労
働
被
保
険
者
を
除
く
。
）
で
な

い
求
職
者
（
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
資

い
求
職
者
（
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
資

格
喪
失
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
三
年
以
内
に
あ
り
、
か
つ
、
資
格
喪
失
日

格
喪
失
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
三
年
以
内
に
あ
り
、
か
つ
、
資
格
喪
失
日

の
前
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
か
ら
当
該
資
格
喪
失
日
ま
で
の
間
に

の
前
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
か
ら
当
該
資
格
喪
失
日
ま
で
の
間
に

被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
が
六
箇
月
以
上
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
職
場
適

被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
が
六
箇
月
以
上
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
職
場
適

応
訓
練
受
講
求
職
者
で
は
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所

応
訓
練
受
講
求
職
者
で
は
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所

又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
高
年
齢
者
雇
用
開
発
特
別
奨
励
金
の
支
給
に

又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（
高
年
齢
者
雇
用
開
発
特
別
奨
励
金
の
支
給
に
関

関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め

し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る

る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の

標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
紹

紹
介
に
よ
り
、
一
年
以
上
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ

介
に
よ
り
、
一
年
以
上
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る

る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

８

（
略
）

８

（
略
）

（
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
）

（
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
）

第
百
十
条
の
三

（
略
）

第
百
十
条
の
三

（
略
）

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
が
困
難
な
求
職

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
が
困
難
な
求
職

者
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨

者
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励

励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定

金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局

局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限

長
が
定
め
る
標
識
を
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る

る
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契

。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約

約
を
締
結
す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事

を
締
結
す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事
業
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業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
と
同
一
の

所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
と
同
一
の
も

も
の
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
に
、
三
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て

の
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
に
、
三
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
試

試
行
的
に
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
（
季
節
的
業
務
に

行
的
に
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
（
季
節
的
業
務
に
従

従
事
す
る
者
（
六
十
五
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
第
百
十
四
条
第
一
項
に
お
い

事
す
る
者
（
六
十
五
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
第
百
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て

て
同
じ
。
）
を
雇
い
入
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
百
十
三
条
第
一
項
に
規

同
じ
。
）
を
雇
い
入
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定

定
す
る
指
定
地
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
事
業
主
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所

す
る
指
定
地
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
事
業
主
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
に

に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
指
定
業
種
以
外
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う

お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
指
定
業
種
以
外
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
も

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

イ

公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
の
紹
介
の
日
（
以
下
こ
の

イ

公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
の
紹
介
の
日
（
以
下
こ
の
号

号
に
お
い
て
「
紹
介
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
就
労
の
経
験
の
な
い

に
お
い
て
「
紹
介
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
就
労
の
経
験
の
な
い
職

職
業
（
職
業
安
定
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
職
業
安
定
局
長
が
作
成

業
（
職
業
安
定
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
職
業
安
定
局
長
が
作
成
す

す
る
職
業
分
類
表
の
小
分
類
の
職
業
を
い
う
。
第
百
十
八
条
の
三
第
九
項

る
職
業
分
類
表
の
小
分
類
の
職
業
を
い
う
。
第
百
十
八
条
の
三
第
九
項
に

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
就
く
こ
と
を
希
望
す
る
者

お
い
て
同
じ
。
）
に
就
く
こ
と
を
希
望
す
る
者

ロ
～
へ

（
略
）

ロ
～
へ

（
略
）

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
地
域
雇
用
開
発
助
成
金
）

（
地
域
雇
用
開
発
助
成
金
）

第
百
十
二
条

（
略
）

第
百
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

対
象
事
業
所
の
設
置
又
は
整
備
に
伴
い
、

に
掲
げ
る
日
か
ら

に
掲

ハ

対
象
事
業
所
の
設
置
又
は
整
備
に
伴
い
、

に
掲
げ
る
日
か
ら

に
掲

(１)

(２)

(１)

(２)
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げ
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
対
象
事
業
所
の
所
在
す
る
同
意
雇
用

げ
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
対
象
事
業
所
の
所
在
す
る
同
意
雇
用

開
発
促
進
地
域
若
し
く
は
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
隣
接
す
る
同

開
発
促
進
地
域
若
し
く
は
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
隣
接
す
る
同

意
雇
用
開
発
促
進
地
域
又
は
過
疎
等
雇
用
改
善
地
域
を
管
轄
す
る
公
共
職

意
雇
用
開
発
促
進
地
域
又
は
過
疎
等
雇
用
改
善
地
域
を
管
轄
す
る
公
共
職

業
安
定
所
管
内
に
居
住
す
る
求
職
者
（
過
疎
等
雇
用
改
善
地
域
に
あ
つ
て

業
安
定
所
管
内
に
居
住
す
る
求
職
者
（
過
疎
等
雇
用
改
善
地
域
に
あ
つ
て

は
、
雇
入
れ
に
伴
い
当
該
過
疎
等
雇
用
改
善
地
域
を
管
轄
す
る
公
共
職
業

は
、
雇
入
れ
に
伴
い
当
該
過
疎
等
雇
用
改
善
地
域
を
管
轄
す
る
公
共
職
業

安
定
所
管
内
に
住
所
又
は
居
所
の
変
更
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

安
定
所
管
内
に
住
所
又
は
居
所
の
変
更
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

を
含
む
。
）
（
六
十
五
歳
以
上
の
求
職
者
、
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者

を
含
む
。
）
（
六
十
五
歳
以
上
の
求
職
者
、
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者

、
関
連
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
そ
の
他
就
職
が
容
易
で
あ
る
と
認

、
関
連
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
そ
の
他
就
職
が
容
易
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
地
域
求
職
者
」
と
い
う

め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
地
域
求
職
者
」
と
い
う

。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
地
域
雇
用
開
発

。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（
地
域
雇
用
開
発
奨

奨
励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業

励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安

安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る

定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者

者
に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
三

に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
三
人

人
（
創
業
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
人
）
以
上
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ

（
創
業
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
人
）
以
上
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
る

る
こ
と
。

こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(１)

(２)

(１)

(２)

ニ
～
ト

（
略
）

ニ
～
ト

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

対
象
事
業
所
の
設
置
又
は
整
備
に
伴
い
、

に
掲
げ
る
日
か
ら

に
掲

ハ

対
象
事
業
所
の
設
置
又
は
整
備
に
伴
い
、

に
掲
げ
る
日
か
ら

に
掲

(１)

(２)

(１)

(２)

げ
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
対
象
事
業
所
の
所
在
す
る
実
施
都
道

げ
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
対
象
事
業
所
の
所
在
す
る
実
施
都
道

府
県
区
域
に
居
住
す
る
求
職
者
（
六
十
五
歳
以
上
の
求
職
者
、
職
場
適
応

府
県
区
域
に
居
住
す
る
求
職
者
（
六
十
五
歳
以
上
の
求
職
者
、
職
場
適
応

訓
練
受
講
求
職
者
、
関
連
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
そ
の
他
就
職
が

訓
練
受
講
求
職
者
、
関
連
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
そ
の
他
就
職
が
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容
易
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
地
域

容
易
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
地
域

求
職
者
」
と
い
う
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等

求
職
者
」
と
い
う
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（

（
地
域
雇
用
開
発
奨
励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件

地
域
雇
用
開
発
奨
励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に

に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所

同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に

に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る

掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労

労
働
者
（
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
次
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

働
者
（
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
次
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て

(３)

(３)

て
三
人
（
創
業
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
人
）
以
上
雇
い
入
れ
る
事
業
主

三
人
（
創
業
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
人
）
以
上
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で

で
あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(１)

(２)

(１)

(２)

ニ
～
ト

（
略
）

ニ
～
ト

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

(１)

(２)

(１)

(２)

の
設
置
に
係
る
事
業
所
の
設
置
に
伴
い
、
大
規
模
雇
用
開
発
計
画

の
設
置
に
係
る
事
業
所
の
設
置
に
伴
い
、
大
規
模
雇
用
開
発
計
画

(３)

(２)

(３)

(２)

に
定
め
る
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
事
業
所
の
所
在
す
る
同
意
雇
用
開

に
定
め
る
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
事
業
所
の
所
在
す
る
同
意
雇
用
開

発
促
進
地
域
若
し
く
は
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
隣
接
す
る
同

発
促
進
地
域
若
し
く
は
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
隣
接
す
る
同

意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
居
住
し
、
又
は
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地

意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
居
住
し
、
又
は
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地

域
若
し
く
は
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
隣
接
す
る
同
意
雇
用
開

域
若
し
く
は
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
隣
接
す
る
同
意
雇
用
開

発
促
進
地
域
内
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
求
職
者

発
促
進
地
域
内
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
求
職
者

（
六
十
五
歳
以
上
の
求
職
者
、
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者
、
関
連
事

（
六
十
五
歳
以
上
の
求
職
者
、
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者
、
関
連
事

業
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
そ
の
他
就
職
が
容
易
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

業
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
そ
の
他
就
職
が
容
易
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
者
を
除
く
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
地
域
求
職
者
」
と
い
う
。
）

る
者
を
除
く
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
地
域
求
職
者
」
と
い
う
。
）

を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
地
域
雇
用
開
発
奨

を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（
地
域
雇
用
開
発
奨
励
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励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業

金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安

安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い

定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る

る
者
に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し

者
に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て

て
百
人
以
上
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

百
人
以
上
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(４)

(５)

(４)

(５)

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
障
害
者
雇
用
促
進
等
助
成
金
）

（
障
害
者
雇
用
促
進
等
助
成
金
）

第
百
十
八
条
の
三

（
略
）

第
百
十
八
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ

六
十
五
歳
未
満
の
求
職
者
（
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者
を
除
く
。
）

イ

六
十
五
歳
未
満
の
求
職
者
（
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者
を
除
く
。
）

で
あ
る
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二

で
あ
る
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二

条
に
規
定
す
る
発
達
障
害
者
（
以
下
「
発
達
障
害
者
」
と
い
う
。
）
又
は

条
に
規
定
す
る
発
達
障
害
者
（
以
下
「
発
達
障
害
者
」
と
い
う
。
）
又
は

難
治
性
疾
患
を
有
す
る
も
の
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障

難
治
性
疾
患
を
有
す
る
も
の
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障

害
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業

害
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業

者
等
（
発
達
障
害
者
・
難
治
性
疾
患
患
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
に
関

者
（
発
達
障
害
者
・
難
治
性
疾
患
患
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
に
関
し

し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る

職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標

標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
紹

識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
紹
介

介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で

に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ

あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。
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ロ
～
へ

（
略
）

ロ
～
へ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ

障
害
者
（
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
の

イ

障
害
者
（
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
の

う
ち
、
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者
又
は
発
達
障

う
ち
、
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者
又
は
発
達
障

害
者
、
高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
も
の
若
し
く
は
難
治
性
疾
患
を
有
す

害
者
、
高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
も
の
若
し
く
は
難
治
性
疾
患
を
有
す

る
も
の
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
を
除
く
。
）
に

る
も
の
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
を
除
く
。
）
に

限
る
。
）
で
あ
る
六
十
五
歳
未
満
の
求
職
者
（
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職

限
る
。
）
で
あ
る
六
十
五
歳
未
満
の
求
職
者
（
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職

者
を
除
く
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
障
害

者
を
除
く
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（
障
害
者

者
雇
用
安
定
奨
励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同

雇
用
安
定
奨
励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意

意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲

し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示

示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働

し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者

者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ロ
～
チ

（
略
）

ロ
～
チ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

一

障
害
者
雇
用
促
進
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
の
う
ち
次
の
い

一

障
害
者
雇
用
促
進
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
の
う
ち
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
求
職
者
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者

ず
れ
か
に
該
当
す
る
求
職
者
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者

等
（
障
害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定

（
障
害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め

め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す

る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
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い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
紹
介
に
よ

場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
紹
介
に
よ
り

り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
（
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間

、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
（
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
以

以
上
の
者
に
限
る
。
）
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
に
、
三
箇
月
以
内

上
の
者
に
限
る
。
）
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
に
、
三
箇
月
以
内
（

（
精
神
障
害
者
（
ニ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
十
二
箇
月
以
内

精
神
障
害
者
（
ニ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
十
二
箇
月
以
内
、

、
ホ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
三
箇
月
以
上
十
二
箇
月
以
内
）
の
期
間
を
定

ホ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
三
箇
月
以
上
十
二
箇
月
以
内
）
の
期
間
を
定
め

め
て
試
行
的
に
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と

て
試
行
的
に
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

。イ

公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
の
紹
介
の
日
（
ロ
及
び
ハ

イ

公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
の
紹
介
の
日
（
ロ
及
び
ハ
に

に
お
い
て
「
紹
介
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
就
労
の
経
験
の
な
い
職

お
い
て
「
紹
介
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
就
労
の
経
験
の
な
い
職
業

業
に
就
く
こ
と
を
希
望
す
る
者

に
就
く
こ
と
を
希
望
す
る
者

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

10

11

10

11

附

則

附

則

（
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

（
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
十
五
条
の
五

（
略
）

第
十
五
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ

東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方

イ

東
日
本
大
震
災
の
発
生
時
に
、
特
定
被
災
区
域
に
居
住
し
て
い
た
六
十

太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を

五
歳
未
満
の
求
職
者
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
被
災
地
求
職
者
」
と
い

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
生
時
に
、
特
定
被
災
区
域
（
東
日
本
大
震
災

う
。
）
（
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
求
職
者
を
除
く
。
）

(１)

(２)

に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ

又
は
特
定
被
災
区
域
に
お
い
て
就
業
を
し
て
お
り
、
当
該
震
災
に
よ
り
離
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た
市
町
村
の
区
域
で
あ
つ
て
、
東
京
都
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
六
十
五
歳
未
満
の
求
職
者
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い

じ
。
）
に
居
住
し
て
い
た
六
十
五
歳
未
満
の
求
職
者
（
第
百
十
条
第
二
項

て
「
被
災
離
職
者
」
と
い
う
。
）
（
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当

(１)

(３)

第
一
号
イ
の
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者
を
除
き
、

又
は

の
い
ず
れ

す
る
者
を
除
く
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
、
地
方
運
輸
局
（
運
輸
監
理

(１)

(２)

か
に
該
当
す
る
求
職
者
に
限
る
。
）
又
は
特
定
被
災
区
域
に
お
い
て
就
業

部
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
て
指
定
す
る
運
輸

を
し
て
お
り
、
当
該
震
災
に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
六
十
五
歳
未

支
局
及
び
地
方
運
輸
局
、
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
の
事
務
所
を
含
む

満
の
求
職
者
（
同
号
イ
の
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者
を
除
き
、

又
は

。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（
被
災
者
雇

(１)

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
、
地

用
開
発
助
成
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
同
意
し

(２)方
運
輸
局
（
運
輸
監
理
部
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
に
協

、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し

議
し
て
指
定
す
る
運
輸
支
局
及
び
地
方
運
輸
局
、
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸

て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、

支
局
の
事
務
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
職
業
紹

継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
（
一
年
以
上
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

介
事
業
者
等
（
被
災
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長

る
者
に
限
る
。
）
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十

が
定
め
る
条
件
に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の

一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
被
災
地
求
職

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同

者
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
又
は
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二

じ
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
（
一
年
以
上
雇
用

十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
被
災
離
職
者
を
雇
い
入
れ
る
事

さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
に
限
る
。
）
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主

業
主
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

第
百
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者

(１)

（
削
る
）

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で

(２)
の
間
に
、
公
共
職
業
安
定
所
、
地
方
運
輸
局
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業

者
か
ら
職
業
を
紹
介
さ
れ
、
又
は
職
業
指
導
を
受
け
た
求
職
者
そ
の
他

求
職
活
動
を
行
つ
た
求
職
者
で
な
い
者
（
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か

(i)

(ii)

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。)
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東
日
本
大
震
災
の
発
生
時
に
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発

東
日
本
大
震
災
の
発
生
時
に
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力

(１)

(ⅰ)

電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
避
難
住
民
に
係
る
事
務

発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
避
難
住
民
に
係
る

処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関
す
る
法
律(

十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一

平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
指
示
の
対
象
と
な
つ
た
区
域
を
そ
の
区

同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
指
示
の
対
象
と
な
つ
た
区

域
に
含
む
市
町
村
に
居
住
し
て
い
た
者

域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に
居
住
し
て
い
た
者

に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し

に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生

(２)

(１)

(ⅱ)

(i)

た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
関
し
て

し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
関

市
町
村
長
が
行
つ
た
当
該
事
故
に
係
る
住
民
に
対
す
る
避
難
の
勧
奨
そ

し
て
市
町
村
長
が
行
つ
た
当
該
事
故
に
係
る
住
民
に
対
す
る
避
難
の

の
他
の
行
為
の
対
象
と
な
つ
た
区
域
又
は
場
所
に
東
日
本
大
震
災
の
発

勧
奨
そ
の
他
の
行
為
の
対
象
と
な
つ
た
区
域
又
は
場
所
に
東
日
本
大

生
時
に
居
住
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
行
為
に
よ
り
当
該
区
域
又

震
災
の
発
生
時
に
居
住
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
行
為
に
よ
り

は
場
所
以
外
の
区
域
又
は
場
所
に
避
難
し
て
い
る
も
の

当
該
区
域
又
は
場
所
以
外
の
区
域
又
は
場
所
に
避
難
し
て
い
る
も
の

（
削
る
）

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

(３)
で
の
間
に
、
公
共
職
業
安
定
所
、
地
方
運
輸
局
若
し
く
は
職
業
紹
介
事

業
者
か
ら
職
業
を
紹
介
さ
れ
、
又
は
職
業
指
導
を
受
け
た
求
職
者
そ
の

他
求
職
活
動
を
行
つ
た
求
職
者
で
な
い
者
（

又
は

の
い
ず
れ
か

(2)
(i)

(ii)

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。)

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
三
年
以
内
既
卒
者
等
採
用
定
着
奨
励
金
）

（
三
年
以
内
既
卒
者
等
採
用
定
着
奨
励
金
）
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第
十
七
条
の
二
の
三

（
略
）

第
十
七
条
の
二
の
三

（
略
）

２

三
年
以
内
既
卒
者
等
採
用
定
着
奨
励
金
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す

２

三
年
以
内
既
卒
者
等
採
用
定
着
奨
励
金
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す

る
事
業
主
に
対
し
て
、
第
三
号
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

る
事
業
主
に
対
し
て
、
第
三
号
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ

次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
学
校
卒
業
見
込
者
等
」
と

イ

次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
学
校
卒
業
見
込
者
等
」
と

い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公
共
職
業
安
定
所
若
し
く
は
職
業

い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公
共
職
業
安
定
所
若
し
く
は
職
業

紹
介
事
業
者
等
へ
の
求
人
の
申
込
み
又
は
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ

紹
介
事
業
者
へ
の
求
人
の
申
込
み
又
は
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と

と
を
条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を
行
つ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
（
通
常

を
条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を
行
つ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
（
通
常
の

の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

、

(１)

(１)

、

若
し
く
は

若
し
く
は

に
規
定
す
る
施
設
を
卒
業
し
、
若
し
く

若
し
く
は

若
し
く
は

に
規
定
す
る
施
設
を
卒
業
し
、
若
し
く
は

(２)

(５)
(ⅰ)

(ⅱ)

(２)

(５)
(ⅰ)

(ⅱ)

は
退
学
し
た
者
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
（
中
等
教

退
学
し
た
者
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
（
中
等
教
育

育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
次
号
に
お

学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
次
号
に
お
い

い
て
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
を
退
学
し
た
者
を
除
く
。
）
又
は

若

て
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
を
退
学
し
た
者
を
除
く
。
）
又
は

若
し

(３)

(３)

し
く
は

に
規
定
す
る
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
若
し
く
は

く
は

に
規
定
す
る
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
若
し
く
は
当

(４)

(４)

当
該
施
設
を
退
校
し
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
第
一
号
対
象
者
」

該
施
設
を
退
校
し
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
第
一
号
対
象
者
」
と

と
い
う
。
）
が
応
募
で
き
る
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
を
新
た

い
う
。
）
が
応
募
で
き
る
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
を
新
た
に

に
行
つ
た
場
合
（
第
一
号
対
象
者
が
卒
業
若
し
く
は
退
学
又
は
修
了
若
し

行
つ
た
場
合
（
第
一
号
対
象
者
が
卒
業
若
し
く
は
退
学
又
は
修
了
若
し
く

く
は
退
校
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
少
な
く
と
も
三
年
間
応
募

は
退
校
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
少
な
く
と
も
三
年
間
応
募
で

で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
。

き
る
場
合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(１)

(５)

(１)

(５)

・

（
略
）

・

（
略
）

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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イ

高
等
学
校
の
生
徒
で
あ
つ
て
卒
業
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
又
は
高

イ

高
等
学
校
の
生
徒
で
あ
つ
て
卒
業
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
又
は
高

等
学
校
を
卒
業
し
、
若
し
く
は
退
学
し
た
者
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「

等
学
校
を
卒
業
し
、
若
し
く
は
退
学
し
た
者
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「

高
等
学
校
卒
業
見
込
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公

高
等
学
校
卒
業
見
込
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公

共
職
業
安
定
所
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
へ
の
求
人
の
申
込
み
又
は

共
職
業
安
定
所
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業
者
へ
の
求
人
の
申
込
み
又
は
高

高
等
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を

等
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を
行

行
つ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
（
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と

つ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
（
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を

を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
高
等
学
校
を
退
学
し
た
者
（
以
下
こ
の

目
的
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
高
等
学
校
を
退
学
し
た
者
（
以
下
こ
の
号

号
に
お
い
て
「
第
二
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
応
募
で
き
る
求
人
の
申

に
お
い
て
「
第
二
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
応
募
で
き
る
求
人
の
申
込

込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
を
新
た
に
行
つ
た
場
合
（
第
二
号
対
象
者
が
退

み
又
は
労
働
者
の
募
集
を
新
た
に
行
つ
た
場
合
（
第
二
号
対
象
者
が
退
学

学
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
少
な
く
と
も
三
年
間
応
募
で
き
る

の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
少
な
く
と
も
三
年
間
応
募
で
き
る
場

場
合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
。

合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
。

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
障
害
者
初
回
雇
用
奨
励
金
）

（
障
害
者
初
回
雇
用
奨
励
金
）

第
十
七
条
の
四
の
四

（
略
）

第
十
七
条
の
四
の
四

（
略
）

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
六
十
五
歳
未
満
の
求
職
者
（
職
場
適
応
訓
練

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
六
十
五
歳
未
満
の
求
職
者
（
職
場
適
応
訓
練

受
講
求
職
者
を
除
く
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等

受
講
求
職
者
を
除
く
。
）
を
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（

（
障
害
者
初
回
雇
用
奨
励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件

障
害
者
初
回
雇
用
奨
励
金
の
支
給
に
関
し
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に

に
同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に

同
意
し
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
標
識
を
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲

掲
示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働

示
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者

者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
つ
て
、
当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
の
数
（

と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
つ
て
、
当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
の
数
（
当
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当
該
者
を
短
時
間
労
働
者
（
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規

該
者
を
短
時
間
労
働
者
（
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定

定
す
る
短
時
間
労
働
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
重
度

す
る
短
時
間
労
働
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
重
度
身

身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
と
し
て
雇
い
入

体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
と
し
て
雇
い
入
れ

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
短
時
間
労
働
者
の
数
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
短
時
間
労
働
者
の
数
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得

得
た
数
と
し
、
当
該
者
を
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る

た
数
と
し
、
当
該
者
を
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
労

労
働
者
（
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
）
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
あ
つ
て

働
者
（
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
）
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

は
、
当
該
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
に

、
当
該
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
に
二

二
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。
）
が
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
三
条
第
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。
）
が
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
三
条
第
一
項

項
に
規
定
す
る
法
定
雇
用
障
害
者
数
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

に
規
定
す
る
法
定
雇
用
障
害
者
数
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


